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広 報 連 絡 
 

１ 件   名 マイナンバーカードの誤交付について 

 

２ 経   緯  

    令和４年５月２日（月）１１時ごろ、東区役所市民保険年金課にマイナンバーカードを受け 

取りに来庁したＡ氏（８０代男性）に対し、他人であるＢ氏（８０代男性）のカードを誤っ 

て交付していました。 

 翌月６月１２日（日）のマイナンバーカード休日交付日にＡ氏が、「自分のカードでないこ

とに気付いた」と来庁され、誤交付が判明しました。 誤って交付したＢ氏のカードを回収し、

Ａ氏本人のカードを交付しました。 

 

３ 発生原因 

  マイナンバーカードを保管場所から抜き出した際、住所・氏名等を十分に確認していなかっ

たことと、実際に交付する際にも本人確認が不十分であったことによるものです。 

 

４ 当事者への対応 

 Ａ氏には６月１２日来庁時に謝罪し、了承を得たうえで、本人のカードを交付しました。 

Ｂ氏には６月１３日電話で、ご家族を通じて謝罪しました。 

  

５ 再発防止策 

 ・マイナンバーカードの交付の際に、本人とカードの写真が同一であるかを慎重に照合すると

ともに、本人から氏名を名乗ってもらう等、本人確認を徹底します。 

 ・マイナンバーカード交付業務を行う他の区役所等で同様の事態が発生しないよう、経緯等を

共有し、再発防止に努めます。 


